
単位（‰）

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000

退職等年金 7.5000 7.5000

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000

退職等年金 7.5000 7.5000
福祉 1.7600 1.7600

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000

退職等年金 7.5000 7.5000

短期 40.3300 44.8000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000

退職等年金 7.5000 7.5000

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000

退職等年金 7.5000 7.5000

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000

退職等年金 7.5000 7.5000

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

厚生年金（７０歳未満） 91.5000 91.5000
退職等年金 7.5000 7.5000

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

　後期高齢等短期組合員 福祉 1.7600 1.7600

短期 40.3300 44.8000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

短期 41.8000 46.3000

福祉 1.7600 1.7600
介護（４０歳以上６５歳未満） 9.3200 9.3200

※「産前産後休業」及び「育児休業」を取得している組合員は共済組合に「掛金免除申出書」を提出することにより掛金が免除になる。

　短期組合員

　船員短期組合員

　職員団体専従職員
　（短期組合員）

　在職派遣者
　(短期組合員）

　共済組合固有職員
　独立行政法人固有職員
　(短期組合員）

　退職派遣者

東京都職員共済組合掛金率表（例月分、期末手当等分）
令和7年4月1日

区　　　　　　　分 令和６年４月 令和７年４月

  一般組合員
　知事・区長・特別職
　特定消防組合員

　知事長期組合員・
　長期組合員（特別職）・長期組合員
 （後期高齢者に該当する者（75歳以上、
　一定の障害を持つ６５歳以上））

　船員一般組合員

　職員団体専従職員

　在職派遣者

　共済組合固有職員
　独立行政法人固有職員


